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  平成27年３月13日 

                                            岩手県人事委員会       

                                              委員長 熊 谷 隆 司  

岩手県人事委員会規則第６号 

   職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の育児休業等に関する規則（平成４年岩手県人事委員会規則第15号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員） （勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員） 

第２条の２ 育児休業条例第２条第４号ア(ウ)の人事委員会規

則で定める非常勤職員は、１週間の勤務日が３日以上とされ

ている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定めら

れている非常勤職員で１年間の勤務日が121日以上である非

常勤職員とする。 

第２条の２ 育児休業条例第２条第５号ア(ウ)の人事委員会規

則で定める非常勤職員は、１週間の勤務日が３日以上とされ

ている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定めら

れている非常勤職員で１年間の勤務日が121日以上である非

常勤職員とする。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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